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当社子会社に対する訴訟の判決（第一審判決）に関するお知らせ 

 

当社子会社である Index Multimedia SA（以下、「IMM」といいます）は、平成 20年に同社に

対し、Call expert社より提起されていた訴訟について、フランスのパリ商業裁判所より平成24

年 12月 14日（現地時間）、判決文が送達され、本日受領しましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１．本件訴訟を提起されていた当社子会社の名称 

（１）商 号：Index Multimedia SA 

（２）本店所在地：36 rue Jacques Babinet 31100 Toulouse（フランス） 

（３）代 表 者：今村 輝一郎 

（４）資 本 金：134 万 5,657ユーロ 

（５）事 業 内 容：コンテンツプロバイダ事業 

 

２．判決のあった裁判所および年月日 

（１）裁 判 所：フランス・パリ商業裁判所 

（２）判決年月日：平成24年 12 月５日（現地時間） 

（３）送達年月日：平成24年 12 月 14日（現地時間） 

 

３．控訴人（原告） 

（１）Call expert社 

ａ．商 号：SAS Call expert 

ｂ．本店所在地：7 Cité Paradis 75010 Paris（フランス） 

ｃ．代 表 者：Bertrand Delamarre 

 

４．控訴の経緯 

本件は、IMM と IMMの子会社であった Option Image社（平成 19年１月１日付で IMMが Call 

expert社に売却済）との間で締結していたコールセンター業務に関する業務委託契約につい

て、IMM が平成 20年５月に当該契約を一方的に破棄したとして、原告である Call expert 社

より契約違反を理由とする損害賠償請求を受けていたものであります。 

 



５．判決（第一審判決）の内容（要旨） 

原告側の主張の一部が認められ、IMMに対して、未払い金の支払い、契約破棄の損害賠償

等を含め、総額 158万ユーロの支払を命じる判決となりました。 

 

６．今後の見通し 

当該訴訟について、IMM としては原告の主張には根拠がなく、今回の判決について到底妥

当なものではないと考えており、速やかに控訴いたしました。 

  なお、当該損害賠償においては、保守的な見積りにより既に引当済の 80万ユーロで、本件 

 は対処可能であると見込んでおります。現在、第二審への控訴中でもあり、当社業績に与え 

る影響につきましては、明確になり次第、速やかに開示いたします。 
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